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　日本に野球が渡来してきて、今年がちょうど

150 年だというので、各地でいろんな行事が

行われている。

　150 年前の 1872 年といえば、まだ明治も

ホヤホヤの５年目。伝えられた場所というのが、

東京大学のルーツ校の一つ、当時の「第一大学

区第一番中学校」だった。神田神保町駅の近く、

今では、学士会館のある辺りにあった。

　野球を教えてくれた先生にも何人かいたよう

だが、アメリカ人教師ホーレス • ウィルソン先

生がもっとも早かったようだ。

　彼は前年の明治四年八月に来日していて、数

学や英語、その他を担当していたというが、そ

の彼がどうして野球を―――という疑問には、

明白な解答がある。彼は日本の学生たちが行儀

よく勤勉で、教えやすいことを喜びながらも、

彼らの体格が貧弱で、体力に問題がありそうな

ことを気にしていた。部屋にこもって国の将来

について議論などを熱心にするのはいいが、そ

れよりも、まずは彼らには健康で , 強靭な身体

をもってもらいたいと思ったのだ。それがあっ

てこその国家百年の大計ではないか。

　ウィルソン先生は、学生たちを教室や寮の部

屋から外に引っぱり出すことがまず必要だと考

え、その方法をさぐった。ともかく学生たちに

は、余暇には屋外に出て身体を動かすことを促

したい。それには何がいいかと考えた末に思い

ついたのが、南北戦争への従軍中に覚えたベー

スボールだった。戦地においても、実戦のない

ときには、兵士たちはそのニューヨーク生まれ

の新しいスポーツに熱中したのだ。

　ウィルソン先生が東京の学生たちに示したの

は、本格的なベースボールだったわけではない。

彼はただボールを空に打ち放って、学生たちに

それを捕れといっただけである。しかし、学生

たちにはこれが大受け。先生も楽しかったろう

が、生徒も夢中になった。

　当時の学生の一人（「好学生」）が書き残して

いる新聞記事に、こうある。

　「今（筆者注、明治二九年）の高等商業学校

のところに南校という学校あり。明治五年のこ

ろは、第一大学区第一番中学と名付けて、唯一

の洋学校なりしが、英語歴史などを教うるウィ

ルソンといえる米国人あり。

　この人、つねに球技を好み、体操場に出ては

野球渡来150年野球渡来150年

ノンフィクション作家ノンフィクション作家

　　　　　　佐 山　和 夫佐 山　和 夫

巻 頭 言巻 頭 言
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バットをもちて球を打ち、余輩にこれを取らせ

て無上の喜びとせしが・・・」

　楽しくやれば、当然技量も大いに伸びて、や

がてはゲーム形式での対戦へと発展したこと

も、そのあとに読める。

　「いつとなく、余輩の球戯も上達し、打球は

中空をかすめて運動場の辺隔より構外へ出るほ

どの勢いを示せしが、ついに本式にベースを置

き、組を分かちて、野球の技を始むるに至れり。

　されど、はじめの事、その業の見るべきほど

の事もなかりしが、明治七年、八年に至りては

非常に発達し、ついにある人の紹介によりて、

横浜の米国人と試合をなしたる事も度々なり

し。八、九年のころには球技盛んに流行し、見

物人も山をなして、外人と戦う時などには非常

の人気なりし・・・」

　その最初の手ほどきを教えてくれたのがホー

レス・ウィルソン先生だとはわかっていたが、

どんな素性の人なのか、どうして日本に来たの

かを知りたいと私は思った。しかし、不思議に

も、よくは知られていなかった。

　そこで私は彼の出身地とされるメイン州の

ゴーラム村の一帯にも配布されている新聞

『ポートランド・プレス・ヘラルド』紙に手紙

を書いた。彼の子孫、あるいは彼のことを知る

人がいるなら、是非知らせてほしいと頼んだの

だ。二十一世紀がもう間近まで迫っていたころ

だった。

　しばらくののち、「ホーレス・ウィルソンの

実家の者では、当方のみが元のまま、家業の牧

畜を営んでいます」という返事が来たので、私

は飛んで行ったのだった。

　ウィルソン家には十人の子供がいたという

が、家業を継いでいたのは末弟エルブリッジの

孫たち。長男も、次男のホーレスも、南北戦争

が終わったあとは、サンフランシスコに住みつ

き、実家には戻らなかった。

　「まあ、そうでしたか。ホーレス伯父さんが

六年ほど日本へ行っていたことは知っていまし

たが、日本人に初めて野球を教えたとは、知り

ませんでした」と、エルブリッジの孫のパトリ

シアさん。「ああ、もっと早く知っていたら、

私の母にも伝えられたのに。母は野球が大好き

でしたから、きっと喜んだでしょうに・・・」

といって、涙した。

　パトリシアさんもその当時にしてすでに相当

なご高齢であられたが、野球のことには精通し

ておられ、日本のそれのレベルの高さにも関心

が深かった。

　「本当にうちのホーレス伯父が日本での野球

事始めに貢献していたのか」と何度も念を押す

ので、私は先に示した文献など具体的に説明し

て、やっと理解して頂いたというわけだった。

　ただし、ホーレス・ウィルソン先生ご本人は、

きっとこういわれるのではないか。

　「いや、私は特にベースボールを教えようと

したのではなかったのですよ。ただ、学生たち

には、将来のために、もっと身体を強くしても

らいたかっただけです。野球を教えたなどとは、

とんでもない。学生諸君がもっとゲームのこと

を知りたいというから、聞かれるままに答えた

だけです。彼らが自分たちで今の日本野球の基

礎を作ったのですよ」と。

　しかしながら、大谷翔平選手や佐々木朗希投

手の出現には、さぞかし驚いておられるのでは

ないか。
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１　和歌山県における人口の推移
　総務省「国勢調査」によると、本県の人口は、

1985 年の 108.7 万人から減少に転じ、2020

年には 92.3 万人となっています。この 2020

年の人口を年齢 3 区分別にみると、15 歳未満

が 10.5 万人（11.5％）、15 ～ 64 歳が 50.4 万

人（55.1％）、65 歳以上が 30.6 万人（33.4％）

となっています。

　また、国立社会保障・人口問題研究所がま

とめた「日本の地域別将来推計人口（平成 30

（2018）年推計）」によると、本県の 2040 年

の人口は 73.4 万人、年齢 3 区分別人口割合は、

15 歳未満が 7.8 万人（10.7％）、15 ～ 64 歳

が 37.0 万人（50.4％）、65 歳以上が 28.6 万

人（38.9％）と推計されており、ますます少

子・高齢化を伴った人口減少が見込まれる状況

となっています。

　さらに、総務省「住民基本台帳人口移動報

告」によると、本県人口の転入・転出状況は、

1990 年代前半を除いて転出超過が続き、特

に 15 ～ 29 歳の若年層の転出が際立っており、

県外に進学や就職している状況がうかがえま

す。

２　労働市場を取り巻く状況
　和歌山労働局によると、本県の有効求人倍率

は、リーマンショックの影響により 0.56 倍（年

平均値。以下同じ。）となった 2009 年以降右

肩上がりを続け、2019 年には 1.41 倍まで回

復しましたが、2021 年は 1.09 倍となってい

ます。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、2020 年 8 月から 2021 年 1 月までは求人

数が求職者数を下回っていましたが、2021 年

2 月以降は、求人数が求職者数を上回る状況が

続いています。

　また、職業別の求人数、求職者数をみると、

建設関係、福祉・介護関係、製品製造・加工処

理の職業等で求人数が求職者数を大きく上回る

など人手不足感が強く表れている一方、一般事

和歌山県の雇用対策
「わかやまで働く『人』

を増やす」について

　和歌山県商工観光労働部商工労働政策局
　労働政策課課長　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　岡本　啓亨

寄稿 １



21 世紀WAKAYAMA　　5

務の職業は求人数が求職者数を下回る状況と

なっています。

３　和歌山県の雇用対策　～わかやまで働く
『人』を増やす～
　本県における人口の推移や労働市場を取り巻

く状況、さらにはコロナ禍を機に地方移住に関

心が高まっている状況を踏まえ、県では、人口

流出に歯止めをかけ、出生率の向上を図り、暮

らしやすい社会を創るため様々な施策に取り組

んでいるところです。

　ここでは、将来の労働力や高齢者を支える現

役世代を確保する取組の一環として、高校生や

大学生等の県内就職の促進、UI ターン就職や

離職者の再就職の促進、働く人の定着や働き方

改革の推進等、「わかやまで働く『人』を増やす」

雇用対策の概要について御紹介します。

⑴　高校生の県内就職と人材育成の促進

　高校生や保護者に対し、県内企業の魅力を

伝え、県内就職への意識を高めるため、県内

企業や関係機関と連携して各事業を実施し

ています。また、複数の企業に挑戦したい高

校生の応募機会を増やすため、2021 年度か

ら「複数応募制」を導入しています。

①　「高校生のためのわかやま就職ガイド」

　の配布

　就職希望の高校 3 年生及び全ての高校 2

年生に対し、県内企業の概要や採用情報、

先輩からのメッセージ、和歌山で働くメ

リット、就職活動の基礎知識等をまとめた

冊子「高校生のためのわかやま就職ガイド」

を配布

②　高校生向け就活ポータルサイトの開設

　（2022.5.19 公開）

　就職活動のポイント、若手社員からの就

活体験談やアドバイス、企業紹介、企業選

びのポイント等を動画で配信する「Web

就活オリエンテーション」、企業紹介動画

や高卒求人の予定がある企業情報等を提供

③　企業ガイダンスの開催

　就職を希望する県内全ての高校 3 年生

を対象とした企業説明会を、5 月下旬から

6 月中旬にかけて県内 4 地域で開催し、県

内企業から直接仕事内容等について説明を

受ける機会を提供

④　WEB を活用した企業説明会の開催

　生徒や学校の希望に応じて企業を選定

し、企業説明会を開催

⑤　WEB 合同企業説明会の開催（2022 年度～）

　保護者も参加しやすいよう合同企業説明

会を休日に開催し、YouTube でライブ配

信するとともに、後日、オンデマンド配信

も実施

⑥　新規高卒予定者向け企業説明会の開催

　就職活動中の高校 3 年生を対象に、企

業説明会を 10 月に開催

⑦　各高校等における企業と連携した人材

　育成

　各高校や支援学校の希望に基づき、県内

企業による講話や企業見学等を学校単位で

実施

⑧　県内 5 つの工業高校とものづくり企業

　との連携した人材育成

　各工業高校単位で校友会地域ネットワー

クを形成し、年間を通じて参画企業による

工業高校への技術指導、参画企業へのイン

ターンシップや企業見学、企業説明会等を

実施

⑵　大学生等の県内就職の促進

　県内の大学生や県外の大学等へ進学した

学生に対し、県内企業や和歌山で暮らす魅力

を伝え、県内就職や UI ターン就職につなげ

ていけるよう、県内企業や関係機関、大学等

と連携して各事業を実施しています。

① 　「UI わかやま就職ガイド」の配布

　県内高校を卒業し大学に進学した新 4

年生、新 3 年生及び短大生等、並びに県

外出身者を含む県内大学等の学生に対し、

県内企業の概要や採用情報、UI ターン就

職者の体験談や和歌山で就職し生活する魅
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力、働くときのルール等をまとめた冊子

「UI わかやま就職ガイド」を配布

②　合同企業説明会の開催

　コロナ禍において、感染状況を踏まえて

対面式又は WEB による合同企業説明会を

年 15 回程度開催し、マッチング機会を創出

③　「わかやまインターンシップ」の実施

　大学生、大学院生、短大生等を対象に、

夏季と春季にインターンシップを実施し、

職場体験を通じて県内企業への就職の意識

を高めるとともに、就職後のミスマッチを

解消

④　県内企業と連携したセミナーや交流会

　の開催

　学生や保護者向けの就活セミナーや県内

企業との交流会等を開催し、 県内企業の魅

力を伝えるとともに、和歌山で働くことの

メリットや暮らしやすさ等を PR

⑤　就職支援協定締結大学（関西圏 14 大学）

　との連携

　就職支援協定締結大学と県内企業の交流

会の開催や大学主催の企業説明会への県内

企業の参加等、大学と連携した取組を実施。

また、県内企業を集めた合同企業説明会の

県外（大阪、京都）での開催、大学 OB・

OG の県内企業若手社員と学生の交流会や

インターンシップ相談会の開催等、学生が

参加しやすい就職イベントを開催し、学生

の県内就職を促進

⑥　奨学金返還助成制度

　研究開発、製造部門の中核人材を確保す

るため、理工系、情報系、農学系、薬学系

で奨学金の貸与を受けている大学生・大学

院生や高等専門学校生を対象に、県内の戦

略的分野の産業（製造業・情報通信業）で

本制度に参画する企業に就職し 3 年間継

続して勤務した場合、奨学金返還金額のう

ち最大 100 万円を県と企業が協同で助成

⑦　大学生等の人材育成

　県内産業を支える人材として育成するた

め、県内企業の経営者や現場で活躍する社

員による講義を、和歌山大学及び和歌山工

業高等専門学校の学生を対象に年間 15 回

実施

⑧　アプリ・WEB サイト「UI わかやま就職

　ガイド」からの情報発信

　就職活動に関する情報を容易に入手でき

るようにするため、企業の採用情報、イ

ンターンシップ情報、合同企業説明会や学

生向け就職イベント等について、アプリや

SNS を活用して情報を発信

⑶　再就職の促進（就活サイクルプロジェクト）

　結婚・出産等で離職した女性、定年退職し

た方、UI ターン転職希望者等を対象に、「和

歌山県再就職支援センター（はたらコーデわ

かやま）」においてそれぞれの求職者に応じ

た支援を実施しています。また、和歌山県独

自の再就職のための就活サイクルを構築し、
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2 月を就活強化月間と定めて合同企業説明会

を開催することにより、4 月からの就職につ

なげています。

①　事業の周知及び参画企業の採用情報等

　の発信

　SNS や WEB サイト「はたらコーデわか

やま」で参画企業の採用情報、セミナーや

合同企業説明会等のイベント情報を発信す

るとともに、大手就職ナビサイトと連携し、

県外への情報発信及び UI ターン転職希望

者と県内企業のマッチングを強化

②　大人のインターンシップの実施（2022.7 ～）

　UI ターン転職希望者に対し、就業体験

を通じて希望する県内企業の仕事を直接知

る機会を提供する「大人のインターンシッ

プ」を実施することにより、就職後のミス

マッチを軽減

③　再就職につながるステップアップフェ

　アの開催

　求職者及び企業が効果的に合同企業説明

会に参加し再就職につながるよう、合説参

加準備セミナー（求職者向け）及び採用力

向上セミナー（企業向け）と合同企業説明

会をパッケージとする「再就職につながる

ステップアップフェア」を開催

④　再就職支援セミナー

　結婚や出産等で離職された女性、定年退

職等された高齢者、UI ターン転職希望者

に向けた各種セミナーを開催

⑤　就活強化月間における合同企業説明会

　の開催

　2 月の就活強化月間に、合同企業説明会

を県内 3 地域で開催するとともにオンラ

インでも開催し、4 月からの再就職を支援

⑥　和歌山県移住支援事業（移住支援金）の

　実施

　東京 23 区の在住者又は東京圏（東京・

神奈川・千葉・埼玉）在住で 23 区への通

勤者が和歌山県内に移住し、対象法人に就

職、起業、テレワーク等により世帯で移住

した場合に 100 万円（18 歳未満の帯同者

1 人つき 30 万円加算）、単身で移住した

場合は 60 万円を支給

⑦　UIJ ターンによるプロフェッショナル人

　材確保のためのお試し雇用

　県内の中小企業が、競争力強化を目的と

して UIJ ターンによるプロフェッショナル

人材を採用するに当たり、一定期間のお試

し雇用に要する経費の 2 分の 1（上限 100

万円）を補助

⑷　コロナ禍における離職者の再就職支援

　新型コロナウイルス感染症の影響により

離職を余儀なくされた方の早期の安定雇用

を図るため、2 つの事業形態により人材需要

のある企業・分野への新たな就職を促進して

います。

①　直接雇用型　志望分野・企業が決まって

　いる求職者向け支援

　県が募集した受入れ企業が直接求職者を

雇用し、座学研修や職場実習を行ったうえ

で 3 か月以内に正規雇用した場合、受入

れ企業に対して研修・実習に要する経費の

2 分の 1（上限 30 万円）を補助

②　間接雇用型　志望分野・企業が決まって

　いない求職者向け支援

　県の委託先が求職者を雇用し、座学研修

や求職者の適正に応じた職場実習先への

マッチング支援を行い、職場実習先で正規

雇用を促進

⑸　非正規社員の正社員化に向けた取組

　働く人の多様な働き方を尊重したうえで、

労働力の確保や流出防止、生産性向上のた

め、自社の非正規社員を正社員に転換する県

内企業の取組に対して支援しています。

①　正社員化セミナーの開催

　企業経営者や人事労務担当者等を対象

に、非正規社員の正社員化の取組事例や法

制度の現状、助成金の活用方法等を紹介

②　正社員に転換される非正規社員向け研

　修の実施
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　正社員になるための意識を高めるため、

ビジネスマナーやコミュニケーション能力

向上を図る「意識向上研修」や、IT スキ

ルが身に着けられる「IT スキルアップ研

修」を実施

⑹　働き方改革の推進

　働くすべての人が、持てる能力を十分に発

揮して生産性の高い働き方ができるよう、働

き手の視点に立った雇用環境の整備や業務

の効率化等、それぞれの企業の特性に合った

「働き方改革」を推進しています。

①　専門家の企業派遣

　短時間勤務制度、フレックスタイム制、

テレワーク等の「多様で柔軟な働き方」が

できる制度の導入に取り組む県内中小企業

に対し、専門家を派遣

②　出前講座の実施

　経済団体や企業からの求めに応じ、働き

方改革に取り組む意義やメリット、企業の

取組事例や国の支援制度等について、企業

等に出向いて講座を実施

⑺　労働者福祉の向上、人権尊重の企業づくり

　の促進

　労働関係法や労務管理等の最新情報を周

知するためのセミナーを開催するとともに、

労働条件や労使間のトラブルなど労働問題

全般に関する労働相談窓口を設置し、適切な

対処方法や雇用管理の改善に向けたアドバ

イスを行っています。また、企業活動に密接

な関わりのある人権問題やハラスメントを

テーマとした研修会を開催し、人権意識の高

い企業づくりを促進しています。

　以上、本県における雇用対策を御紹介しまし

た。コロナ禍を機に、事業の実施に当たっては

WEB を活用する機会が増えるなど実施形態が

大きく変化しています。和歌山県では、今後と

も「わかやまで働く『人』を増やす」ため、そ

の時々の労働市場を取り巻く状況やニーズを把

握し、時宜を得た施策に取り組んでまいります。
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１．和歌山市のコンパクト・プラス・ネットワー
クの状況
　和歌山市では、平成 29 年策定の「和歌山市

立地適正化計画」と、平成 31 年策定の「和歌

山市地域公共交通網形成計画及び和歌山市都

市・地域総合交通戦略」（以下、網形成計画）

を車の両輪として、コンパクト・プラス・ネッ

トワークが推進されてきた。和歌山市の取り組

みは、市街化調整区域内の開発許可制度の大幅

見直しや、民間事業者と連携した公共交通ネッ

トワークの維持、都市機能誘導区域の公共交通

沿線への集約、既存ストックを活用した都市機

能の集約、空き店舗などの有効活用等を含むも

のであり、全国的なモデルとしての扱いを受け

ている *1。

　しかしながら和歌山市のコンパクト・プラス・

ネットワークは、中心市街地の活性化への貢献

という点において、未だ道半ばの段階にある。

図１は、全国的に行動制限なしとなった令和４

年のゴールデンウィークにおける和歌山市の中

心部の状況である。阪和自動車道が白浜方面か

らの車で渋滞し、和歌山市の郊外型大規模商業

図１ 令和４年ゴールデンウィークの和歌山市中心部
　　　　　出典：令和４年５月４日（水祝）16 時 10 分頃 筆者撮影

和歌山市のスマートな
交通まちづくりと 

MaaS

　　和歌山大学経済学部  教授　　　　　　　　

　　　　　　　辻本　勝久

寄稿 ２
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施設が満車に近い状況となり、大阪市の中心商

店街が人であふれかえっていたのとはあまりに

対照的な光景であったと言わざるを得ない。

２．求められる「スマートな交通まちづくり」
へのバージョンアップ
　このような状況にある和歌山市中心部の活性

化に向けては、引き続きまちの魅力づくりと交

通サービスの充実とを密接に連携させた取り組

みが必要である。

　コンパクト・プラス・ネットワークのように、

交通と密接に連携しながら進めるまちづくりの

ことを「交通まちづくり」*2 という。少子高齢

化のさらなる進展、厳しい財政状況、感染症の

まん延、その影響もあって壊滅的とも言える交

通事業者の経営状況、脱炭素の要請など、交通

まちづくりを取り巻く環境が激動する中におい

て、従来型の取り組みを踏襲するのでは、その

効果は限定されるものと推測される。

　そうした中で、一つの大きな方向性として考

えられるのは、ICT やデータの利活用による、

デジタル・トランスフォーメーション（DX）

型の新しい交通まちづくりへのバージョンアッ

プである。ICT やデータに関する技術の発展に

は著しいものがあり、その利活用によって、さ

まざまな地域課題やビジネス上の課題の飛躍的

な解決を図っていくという取り組みも盛んに行

われるようになってきた。

　図２は、交通政策・交通事業とまちづくり、

ICT・データの利活用との関係を示したもので

ある。従来型の交通政策・交通事業とまちづく

りとの連携の上に交通まちづくりがあるとする

と、それを ICT・データの利活用によって推進

するのがスマートな交通まちづくりである * ３。

 

３．スマートな交通まちづくりと MaaS
　スマートな交通まちづくりを進める上で、そ

の中心的な取り組みとして位置づけうるのが 

MaaS（Mobility as a Service）の導入である。

　MaaS は「地域住民や旅行者一人一人のト

リップ単位での移動ニーズに対応して、複数の

公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組

み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサー

ビス」*4 である（図３）。

　わが国における MaaS の導入事例は、福岡

市、北九州市、水俣市、宮崎市、日南市、横浜

市、富山市などで展開されている「myroute」

や、瀬戸内海沿岸地域で展開されている観光型 

MaaS の「setowa」など、多数ある。和歌山県

でも令和 2 年度より「KiiPass Koyasan」の社

会実験が行われており、令和４年度からは対象

範囲が熊野地域へと拡大される予定となってい

る。

 

４．「和歌山市版 MaaS」を目指した取り組み
　和歌山社会経済研究所と和歌山商工会議所、

和歌山大学経済学部・観光学部で組織する和歌

山地域経済研究機構には、令和元年度より「シー

ムレスで使いやすい和歌山市公共交通体系の実

現に向けた研究会」が設置されている。この研

究会は、共通目標に「SDGs 未来都市の実現に

向け、「和歌山市版 MaaS」の展開を中心にす

*1 　国土交通省「コンパクト・プラス・ネットワークのモデル都市」
　　  https://www.mlit.go.jp/common/001295517.pdf
*2 　交通まちづくり研究会編 (2006)『交通まちづくり 世界の都市と日本の都市に学ぶ』では、「まちづくりの目標に貢献する交通
　　  計画を、計画立案し、施策展開し、点検・評価し、見直し・改善して、繰り返し実施していくプロセス」(p.2) と定義されている。
*3 　まちづくりの目標に縛られることなく、ICT・データの利活用によって推進する「スマートな交通政策・交通事業」も考えられる。
　　 例えばドローンを活用した橋梁のメンテナンスなどがこれに当たる。また、ICT・データの利活用によって推進する交通以外   
        の「スマートなまちづくり」としては、災害コミュニケーションツールの導入や、公園管理の高度化などが考えられる。
*4 　国 土 交 通 省 「 日 本 版 M a a S の 推 進 」
　　 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/index.html

図２ スマートな交通まちづくりの位置づけ
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べての公共交通関連サービスのシームレス化に

チャレンジする」を掲げて、日本各地から講師

を招き、勉強の場として、また情報交換の場と

しての機能を果たしてきた。その成果を踏まえ、

令和４年３月には和歌山市版 MaaS の実現に向

けた「和歌山市 MaaS 協議会」が設立された。

　和歌山市版 MaaS は、令和４年度に小さな実

証実験から開始し、翌年度以降に本格展開へと

進む予定である。詳細については目下、議論・

調整・設計を行っているところで、以下の内容

は本稿執筆時点での構想である。

　令和４年度には、目的を「若者の誘致による

中心市街地活性化」に置き、和歌山市 MaaS 協

議会が主体となって、市などと連携しながら

カーシェアリングの導入を中心とした実証実験

を行う計画である（表１）。実施予定時期は令

図３ MaaS のイメージ
                                                                       出典：国土交通省（2019）「第 8 回 都市と地域の新たなモビリティサービス懇談会 参考資料集」に加筆

目的 若者の誘致による中心市街地の活性化
実施予定時期 令和４年秋
対象者 和歌山大学生および和歌山信愛短期大学生
対象エリア 和歌山市中心市街地
実施体制 和歌山市 MaaS 協議会が主体となり、市、交通事業者、経済界等と連携して実施
対象とする交通サー
ビス

シェアカー、シェアサイクル、その他の各種モビリティを中心に検討。そのために
鍵の新しい運用方法の導入を検討

プラットフォーム トヨタコネクティッド株式会社のシェアリングプラットフォーム
特色 1：ホワイトレーベル（MaaS の名称をカスタマイズ可）
特色 2：メーカーフリー（トヨタ関係以外もオープンに参加可）

協賛店
（経済界との連携）

和歌山市内の賛同店舗より入場料割引、飲食代割引、プレミアムメニューなどの提
供を想定。和歌山商工会議所と事前調整済み

個人認証方式 検討中
決済 各交通機関、店舗等が電子決済予定
本格展開に向けての
将来構想

1) 関西鉄道７社が 2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向けて導入を検討
中の MaaS との API 連携（和歌山市版のミニアプリとして機能）
2) 目的を「中心市街地の活性化」から「暮らしやすいまちづくり」や「訪れやすい
まちづくり」へと拡大し、日常生活・観光の双方に対応できる和歌山市版 MaaS と
して本格展開

表１ 和歌山市 MaaS 協議会による令和４年度の実証実験のイメージ

出典：令和 4 年度第 1 回和歌山市公共交通政策推進協議会資料より作成
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和４年秋である。

　対象者は和歌山市郊外に立地する和歌山大学

および和歌山信愛短期大学の学生を想定してい

る。全国大学生活協同組合連合会が令和３年

に行った調査 *5 によると、大学の学部学生の 

1 ヶ月の平均収入は、自宅生が約 6.4 万円、下

宿生が約 12.5 万円である。このように収入が

限定される中では、運転免許を取得していたと

しても、自分の車を所有できる学生は少数派で

あり、多くは原付などを利用するか、保護者な

どの車を空いている時間に借りるなどの方法を

とっているものと考えられる。そこで、地方都

市郊外に立地する大学生・短大生の行動範囲を

拡げるという観点から、既存の公共交通網や自

家用車等を補完する新たな選択肢として、シェ

アカーを提供したいと考えている。車をシェア

するという生活スタイルは SDGs への貢献にも

つながるものである。さらには社会実験で得ら

れたデータを教育研究に活かすという方向への

展開も構想できる。

　利用するプラットフォームは、トヨタコネク

ティッド株式会社のものとなる予定である。こ

のプラットフォームは、名称をカスタマイズ可

能なホワイトレーベル型であるとともに、トヨ

タ関連以外の複数事業者も参加しやすく、交通

やモビリティ以外のサービス（例えばロッカー

など）も対象にできるという特色を持つ。

　個人認証方式や決済方法については、検討中

である。

　令和５年度以降には、関西 MaaS 連絡推進会

議が 2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万

博）に向けて導入を検討中の MaaS（以下、関

西 MaaS）との API 連携を実現したい。つまり、

関西 MaaS に利用登録した人が、新たな登録作

業の手間なしに和歌山市版 MaaS も使えるよう

な状況を実現したい。要するに関西 MaaS を

スーパーアプリとした場合、和歌山市版 MaaS 

は和歌山独自の機能を付加するミニアプリの関

*5 　全国大学生活協同組合連合会 (2022)「第 57 回学生生活実態調査概要報告」。サンプルは全国の 30 大学 10813 名である。

係を想定している。

　本格展開段階においては、解決したい地域課

題を「暮らしやすいまちづくり」から「訪れや

すいまちづくり」まで幅広く設定しながら、日

常生活・観光の双方に対応できる MaaS として

いきたい。
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１．はじめに
　港は、人や物を運ぶ役割を担い、本県が経済

活動を営んでいく上で、欠かすことのできない

重要な社会インフラです。本県には、国際拠点

港湾の和歌山下津港、重要港湾の日高港およ

び地方港湾の 13 港を合わせ、15 の港があり、

それぞれが地域経済に対して重要な役割を果た

しています。

　その中でも本県最大の港である和歌山下津港

については、平成 9 年に港湾計画の改訂が行

われてから既に 20 年以上が経過しており、そ

の間、船舶の大型化や港湾周辺の用地不足など

港湾利用ニーズの変化、京奈和自動車道をはじ

めとする高速道路ネットワークの拡大など物流

環境の変化、地震や台風等の自然災害リスクの

高まりなど、当港を取り巻く社会情勢は大きく

変化しています。その変化に対応するため、今

回、現状を踏まえ、和歌山下津港の概ね 20 年

から 30 年後の将来像や、それを実現するため

に施策の方向性を示した「和歌山下津港長期構

想」を策定しましたので、その内容について産

業や物流の分野を中心に紹介します。

２．和歌山下津港の概要
　和歌山下津港は、大阪湾の湾口、いわゆるゲー

トウェイに位置し、大阪湾に入らずに港を利用

できるという立地条件にあります。阪神工業地

帯との道路整備も進み距離も近くなっており、

近畿一帯の経済圏と直結しています。また、四

国東部とも近い距離にあり、和歌山～徳島を結

ぶフェリー航路を有しているため、四国への玄

関口として和歌山はもとより大阪、奈良方面の

人々に広く利用されています。

　和歌山下津港は、和歌山県の北端に位置し、

和歌山市・海南市・有田市の広い範囲に跨る港

で、臨海部には鉄鋼業、石油精製業、化学工業

等、多数の企業が立地し、これら企業の原材

料や製品の物流拠点となっています。当港は 5

つの港区に分けられており、北から順に和歌山

北港区、和歌山港区、和歌浦海南港区、下津港

「和歌山下津港長期構想」
について

　和歌山県県土整備部港湾空港局
　港湾漁港整備課　主任　　　　　　　　　  

　　　　　　　中村　圭吾

寄稿 ３
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区、有田港区となっています。特に、和歌山港

区はコンテナ貨物や原塩・原木などバルク貨物

の輸入等に利用されている大きな公共岸壁が集

中しており、大型クルーズ船の寄港時にはこれ

らの岸壁を利用して受け入れている状況です。

３．和歌山下津港の現況
　和歌山下津港全体の取扱貨物は、輸入の比率

が高いことが特徴ですが、近年は輸入減少の影

響を受けて、全体として減少傾向となっていま

す。公共岸壁と専用岸壁で扱われる貨物量の割

合は、専用貨物が約 96％と非常に高くなって

おり、臨海部に立地する鉄鋼関連企業、石油関

連企業の取扱貨物が大半を占めています。公共

貨物は、平成 16 年をピークに平成 21 年にか

けて減少しましたが、近年は横ばい状況となっ

ています。公共貨物の主要品目は砂利・砂です

が、近年は化学薬品や原塩も増えている状況で

す。

和歌山下津港の各港区の位置

和歌山下津港における輸移出入別貨物量の推移

和歌山下津港におけるコンテナ取扱個数の推移
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　コンテナ貨物の主要品目は、輸出では産業機

械、輸入では染料・塗料・合成樹脂・その他化

学工業品となっています。コンテナの取扱個数

は、平成 21 年の内航フィーダー航路開設以降

は年々増加し、平成 29 年には過去最高の取扱

個数となりました。しかし、平成 30 年の台風

21 号によりガントリークレーンが被災し、非

効率な荷役となった影響もあり、航路数が１つ

減り、取扱個数も減少している状況です。コン

テナ航路数も多いときには週に 4 便ありまし

たが、現在は週に約 2 便となっている状況です。

４．和歌山下津港における課題
〇背後圏の拡大による新た

な貨物の集貨

　和歌山下津港の背後圏

では京奈和自動車道をは

じめとする高速道路ネッ

トワークの整備が進み、そ

れに伴って時間距離が大

幅に短縮されてきている

状況です。過去（平成 8 年）

と現在の 2 時間圏域のエ

リアを比較すると、格段に

エリアが拡大されていま

す。そのため、県内企業は

もちろんのこと、奈良県西

部や大阪府南部等の企業も新たな港のユーザー

として考えられるため、利用促進に向けたポー

トセールスを実施していくことが必要です。ま

た、輸送方法としてはコンテナ船や RORO 船※

を使った輸送が考えられるため、陸上輸送時間

の短縮を生かして、より貨物を集荷するために

は、新たな航路を誘致するような取組みも必要

と考えています。

　※ RORO 船：貨物を積んだトラックやシャーシ ( 荷台 ) 
       ごと輸送する船舶のこと

〇陸上輸送からのモーダルシフトへの対応

　現在、鉄鋼、化学工業品、機械等については

主に和歌山から関東や九州へトラックで長距離

陸上輸送を行っているところですが、昨今、ト

ラックドライバー不足や労働環境の改善の必要

性（2024 年 4 月にトラック運転者への時間外

労働の上限規制が適用）が叫ばれており、海上

輸送へのニーズが高まっています。海上輸送の

ニーズに応え長距離陸上輸送を解消するために

は、和歌山下津港から全国への内航定期航路の

誘致を進め、安定した海上輸送を行なえる環境

整備を進めることが必要です。また、港内で

RORO 船に積み込むシャーシ（荷台）を大量に

蔵置できる場所を確保することも必要と考えて

います。なお、現在、RORO 船の定期航路誘致

に向けた取組を進めており、荷主企業や物流

事業者に向けたポートセミナーの開催や RORO

船のトライアル輸送の実施等も行いました。

道路整備の進展による和歌山市からの時間距離の変化

ＲＯＲＯ船（和歌山下津港着岸時）
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目指しています。

　まず、産業・物流における基本戦略の 1 つ

目は、和歌山下津港経由の海上輸送網を強化し

ていくというもので、具体的な取組みとして、

RORO 船航路の誘致や RORO 船岸壁の整備に

よるモーダルシフトの推進、船舶大型化に対応

する係留機能の強化、コンテナの荷役機能向上

や航路誘致等によるコンテナ輸送の拡大などに

取り組んでいくこととしています。　　

　2 つ目は、企業の立地環境の向上という観点

で、土地不足に対応していくというもので、具

体的な取組みとして、既存土地利用の見直しや

アクセス道路の整備による未利用地の有効活

用、埋立てによる用地造成などに取り組んでい

くこととしています。

　産業・物流以外にも、クルーズ船の受入体制

の強化、耐震強化岸壁等の整備による大規模災

害への備え、老朽化施設等の再編・整理や適正

管理の推進、港湾のデジタル化への積極的対

応、港湾・物流活動のグリーン化推進などによ

るカーボンニュートラルの実現に向けた取組み

についても長期構想に位置付けているところで

す。

　また、長期構想においては、和歌山下津港の

将来像と基本戦略を踏まえて各施策を展開する

ため、港区ごとに空間利用ゾーニングを設定し

ています。そのうち、和歌山港区における空間

利用ゾーニングを次ページに示します。

６．今後について
　今回策定した「和歌山下津港長期構想」につ

いては、位置付けした取組内容を展開していく

ことで、和歌山下津港がより利用者にとって使

いやすい港となるよう、さらなる発展を目指す

ものです。今後、短期や中期で取り組んでいく

こととした内容については、「和歌山下津港港

湾計画」の改訂に反映させ、計画の実現に向け

て港湾関係者や関係行政機関等が連携して取り

組んでいきたいと考えています。

〇コンテナ輸送の強化

　和歌山下津港の利用企業から、アジア圏への

輸送ニーズが増加しています。一方で、コンテ

ナ航路の寄港頻度や仕向先の少なさ等から、県

内発着のコンテナ貨物の多くが阪神港等、他の

港を利用している状況です。そのため、アジア

圏への新規航路、阪神港との内航フィーダーの

強化を進める必要があります。また、航路数の

拡充と合わせて荷役能力の向上やふ頭用地の拡

張等の利用促進に必要となる荷役機能の強化を

図る必要があると考えています。

〇船舶の大型化への対応

　近年、船舶の大型化が進展しており、利用企

業から主流船舶への対応が遅れると輸送コスト

が増大し、今後、和歌山下津港が利用されなく

なる可能性があるという意見を伺っています。

そのため、船舶の大型化に対応した岸壁や係留

施設の整備を図っていく必要があります。

〇港湾内の用地不足

　現在、和歌山港区にある工業団地のほぼ全て

の区画が立地済みで、また、和歌山北港区では

ふ頭用地へのアクセス道路が未整備で、企業が

立地できる用地も不足しているため、新たな用

地ニーズがあるものの対応が困難な状況となっ

ています。そのため、和歌山港区では、埋立て

による企業用地やふ頭用地等の創出、和歌山北

港区では、ふ頭用地等へのアクセス道路の整備

や土地利用の見直しによる企業用地の確保を図

る必要があります。

５．和歌山下津港の長期構想
　長期構想では、産業・物流の観点において「地

域の産業・物流を牽引し、近畿圏のサプライ

チェーン強靭化に資する和歌山下津港」を将来

像として、和歌山下津港を活用したモーダルシ

フトや、未利用地の活用、埋立てによる物流機

能再編等により港湾の競争力強化を図ることを
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空間利用ゾーニング（和歌山港区）

航空写真（和歌山港区）
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　夏目漱石が明治 44（1911）年に発表した唯

一の小説「手紙」についての謎が、私にはここ

のところ頭から離れられません。

　『吾輩は猫である』から未完の長編『明暗』

まで名作を次々と書き継いだ漱石には、約 11

年の創作活動のうちエアポケットのようにわず

か短編小説１編しか残さなかった年がありまし

た。それが明治 44 年で、理由ははっきりして

います。

　前年６月、長編『門』を書き上げた漱石は、

胃潰瘍にかかり入院します。病勢がままならな

いため８月に修善寺温泉に転地療養しました

が、そこで大吐血してしまい、一時は危篤状態

に陥りました。ようやく落ち着きをとり戻した

10 月、東京の長与胃腸病院に再入院し、その

まま年を越して 44 年２月までの闘病生活を余

儀なくされました。

　体調が整ったその年の６月、信濃教育会の依

頼により長野市で講演、あわせて長野県の諏訪

中学校と新潟県の高田中学校でも講演に回りま

した。

　８月に入ると、小説記者として籍を置いてい

た大阪朝日新聞社からの要請により、明石、和

歌山、堺、大阪の各地を訪れる関西巡回講演に

出向きましたが、最終地の大阪で胃潰瘍が再発、

当地の湯川胃腸病院に約１か月入院しました。

　このように漱石にとっての明治 44 年は、前

年夏の修善寺の大患を癒すことに費やし、やや

回復したとみられた６月と８月にそれぞれ講演

旅行に出かけました。挙句、旅先の大阪で再度

倒れたため秋から冬にかけ、またしても病院と

自宅において療養せざるをえなくなった一年で

した。

　その療養の間隙を縫うようにして書かれた短

編小説がその年唯一の「手紙」で、長野と新潟

の講演から帰って間もない明治 44 年７月 25

日から 31 日までの７日間、東京朝日新聞に連

載されました。

　小説の内容は、自分の家に下宿していた佐野

重吉が大学を終えると、就職のためＨという田

地方都市Ｋ市とは
どこか

　和歌山市立有吉佐和子記念館館長／
　天満天神繁昌亭アドバイザー　　　　　　　

　　　　　　　恩田　雅和

寄稿 ４
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舎へ出てしまいました。重吉とは妻の遠縁の静

と縁談の約束があったので、「それにしてもＨ

はあんまりぢやないか、責めて大阪とか名古屋

とかなら地方でも仕方ないけれども」と自分は

重吉のＨ行に反対していました。縁談話がその

ままだったので、自分はＫ市へ行く用があり、

「丁度好い序だから」「帰りにＨへ寄って」話を

はっきりさせることにしました。Ｈへ行き、宿

屋を探しますと、あいにく招魂祭とかで部屋が

ふさがっています。仕方なく重吉がかつていた

部屋で帰りを待っていると、「お祭りで飲まさ

れた」と酒気を帯びた顔を見せました。自分は

重吉の影に玄人の女がいることを察しますが、

静との話を質すと、こんな田舎に来てくれるん

ですかと答えます。静に未練があるようなない

ような、重吉の中途半端な態度のままに小説は

終わります。

　これといった起伏のない短編小説のせいか、

これまでの漱石研究者にもほとんど顧みられな

かった作品です。ストーリーは何の変哲もなさ

そうですが、ただ佐野重吉の就職した土地がＨ

とイニシャルにして具体名が伏せられ、近くに

あると思われる町もＫ市とされるだけで、いず

れも都市名が隠されているのが不思議です。

　「手紙」が発表されたのは先にも述べた通り、

明治 44 年７月 25 日から 31 日までの東京朝

日新聞紙上でしたが、詳しく見てみますと、大

阪朝日新聞に同じ「手紙」が掲載されたのは８

月 15 日から 21 日までの７日間と半月遅れの

差がありました。それまでの漱石の作品は、『門』

にしてもその前年、明治 42 年に連載された『そ

れから』にしても、東京・大阪両朝日新聞の掲

載はほとんど同日でした。

　「手紙」の掲載日に半月もの時差が出たのは、

何らかの作為があったものと思われますが、ひ

とつ考えられる理由は漱石の関西巡回講演が８

月 13 日から 18 日にかけ４か所で行われてい

たことです。巡回講演会を主催した大阪朝日新

聞が、漱石の講演日に合わすように意図的に「手

紙」の掲載日を遅らせ、講演会を読者に強くア

ピールしたかったものと思われます。実際、大

阪朝日の８月 17 日紙面は、「手紙」の３回目

と「堺の朝日講演」の告知記事が並び、18 日

では「手紙」の４回目と大阪の「朝日記者講演

会」の小見出しが同じ段に載せられていました。

　実は、この年の大阪朝日の巡回講演会は、こ

れのみでなく３班に分かれていました。１班は

７月 23 日から 27 日の間に、朝日記者の西村

天囚ら４人の講師が龍野、姫路など兵庫県内の

５か所を回りました。２班は８月３日から 10

日にかけ東洋史学者の内藤湖南ら講師４人が、

岡山、津山、広島、呉など岡山と広島の両県に

またがる７か所を巡りました。そして３班が先

述した一府二県の４都市を漱石がメインで３人

から５人の講師により巡回したもので、いずれ

の会場とも聴衆で一杯となり、特に最後の大阪

市公会堂では満員札止めになるなど、主催者の

目論見はまさに大当たりしました。

　「手紙」自体が東京朝日に掲載開始された日

と、大阪朝日主催の巡回講演のスタート日が２

日しか違わなかったことから、「手紙」の執筆

依頼と関西巡回講演の依頼がほぼ同時期に漱石

に舞い込んだことが推測されます。そうである

なら、小説中のＨとＫ市はその時の漱石にとっ

て巡回講演先のイメージとダブって付けられた

ことも考えられます。

　「手紙」は漱石研究者にほとんど顧みられて

いないと述べましたが、集英社版『漱石文学全

集』第 10 巻の解説で、荒正人がわずかにＫ市

に言及している部分がありました。「「愈Ｋ市へ

立つといふ前の晩に成て、」という「Ｋ市」が

何処を指しているのだろうか。イギリスから帰

朝して、この小説を書いたと推定される明治

四十四年六月頃までの間に、漱石は京都に行っ

ている。「Ｋ市」のＫが思いつきでないとすると、

「Ｋ市」は、京都を指すものかとも思う。」

　Ｋ市の京都説を挙げている荒は、Ｋ市に近い

土地とみられるＨについては何も言ってません

が、京都では矛盾するような一節が「手紙」本

文中に書かれています。
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　「それにしてもＨはあんまりぢやないか、責

めて大阪とか名古屋とかなら地方でも仕方がな

いけれどもと、自分は当人が既に極めたといふ

にも拘らず一応彼のＨ行に反対して見た。」

　ここに大阪と名古屋の具体名が挙げられてい

るので、Ｋ市はそれよりさらに西の地方という

ことは明らかと思われます。大阪より西で関西

巡回講演先と重なる土地というと、漱石は加わ

らなかった２班の岡山、広島の両県でしょうか。

講演地の一つ呉ならＫ市にあてはまりますし、

近辺の広島がＨとするならイニシャルにも符合

します。

　しかしなぜ漱石は、大阪と名古屋ははっきり

と地名を出しているのに、呉と広島に限っては

地名を隠したのでしょうか。また明治 44 年の

時点では呉と広島はともに市制施行されている

ので、呉をＫ市としたのは分かるとしても広島

にはＨのみで市を付けなかった理由ははっきり

しません。呉、広島とは別の「あんまりぢやな

いか」と言わしめるほどまだ遠方の土地が、漱

石の頭にはあったのかもしれません。

　この「手紙」を書く直前の６月 17 日、漱石

は東京を発って信州に向かい、18 日長野県会

議事院で「教育と文藝」と題して講演しました。

その後に急きょ漱石は、新潟県の高田に向かう

列車に乗り込みました。それは前夜、長野の宿

に森成麟造が挨拶に現われ、森成の母校高田中

学校での講演を依頼したからでした。森成は漱

石が前年８月修善寺で大吐血した際に治療にあ

たった主治医で、そのあと郷里に帰り、医院を

開業していました。

　予定になかった講演を漱石が引き受けたのは

森成に多大な恩義を感じていたからにほかなり

ませんが、ただ急に決まったことで、高田へ行っ

ても宿がとれず、やむなく漱石と同行の夫人鏡

子は森成の家で二泊しました。そのことの詫び

状を漱石は帰京してすぐの６月 22 日付で森成

に送ります。

　「拝啓今回は不図高田へ御邪魔に出る気にな

り思ひも寄らぬ御迷惑を不時に相掛まことに申

訳無之ことに招魂祭で旅宿が塞がつてゐた為御

宅にづうづうしく寐泊りをして新婚早々の令夫

（人）を驚ろかし奉り実以て相済まぬ儀と心中

大に慚愧を感じ居候」

　この漱石の手紙から、漱石の高田での宿泊先

がほかならぬ森成宅であって、それも「招魂祭

で旅宿が塞がつてゐた為」であったことが知ら

れます。漱石が森成宛書簡を書いた約１か月後

に東京朝日に連載した小説「手紙」にも、語り

手の自分がＨで宿を探したものの招魂祭でふさ

がっていたため途方に暮れる場面がありまし

た。どうやら漱石にはＨの地方をイメージした

時に、森成に呼ばれた高田の町が意識の隅にの

ぼったように思われます。

　それならＴとし、ついでがあって行った長野

をＮ市としてもよかったのでしょうが、そうは

せず、名古屋、大阪よりもさらに遠隔地に想定

したかった思いがあったのでしょう。ちなみに

高田は隣接の直江津と合併して昭和 46 年に上

越市となりましたが、高田が市制施行されたの

は明治 44 年９月のことで、漱石がこの地を訪

れた頃はまだ高田町でした。ただ当時の高田は

町でありながら、近隣町村や長野県の一部住民

まで参集するほど盛大な招魂祭が催される土地

柄でもありました。

　なぜ高田がそのような土地柄であったかとい

いますと、それは明治 38 年に設置が決まった

陸軍第十三師団が 41 年 11 月に高田に入城し

ていたからでした。日露戦争後、一等国意識が

高まった日本は軍備拡張路線に乗り出し、富国

強兵策の一環として各地に師団を増設しまし

た。

　城下町から軍都に塗り替えられた高田は当然

のことながら軍人が町中を闊歩し、高田中学校

も軍事教練などで軍事的色彩の濃い教育が施さ

れる校風に染められていきました。漱石の高田

中学校での講演はそんなバックグラウンドが

あってのことで、それを察知していた漱石は講

堂に集まった生徒たちに対し、言葉を選びなが

ら慎重にリベラルな話を進めたことが想像され
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ます。

　さて小説「手紙」ですが、周辺からの住民や

関係者が泊りがけで集まるほど盛大に招魂祭が

催されたＨとその近くのＫ市とは、一体どこに

あるのでしょうか。高田の例を上げるまでもな

く軍都であることは疑い得ません。高田が十三

師団とすると、それ以前に設置された十二師団

はどこにあったのでしょうか。十三師団よりさ

かのぼる７年前の明治 31 年、十二師団が福岡

県小倉市で創設されていました。

　陸軍第十二師団といえば、あの森鷗外が軍医

部長として明治 32 年６月から 35 年３月まで

赴任し、在任中に再婚したのがこの小倉の地で

した。その小倉は明治 33 年４月に市制施行さ

れています。一方、漱石は第五高等学校教授と

して明治 29 年４月から 33 年７月まで熊本に

在住し、鏡子と見合い結婚して新婚生活をその

地で送りました。ですから漱石にとっても九州

は縁のあるなじみ深い土地でもありました。

　「手紙」のＫ市とは小倉市ではないでしょう

か。そうしますとＨとはそこに近い福岡でしょ

うか。いいえ福岡ならＦにして、Ｆ市にしなけ

ればいけません。では博多ならどうでしょう。

博多は九州北部のかつての筑前国をさす旧国名

であって、今でも市を付けることはありません。

Ｈという田舎へ引っ込んだ重吉に会うため、自

分はＫ市である小倉市へ行くついでに帰りにＨ

の博多へ立ち寄ったとすると、腑に落ちます。

　関西の巡回講演地にとらわれすぎて小説の舞

台を広島、呉と思い込まされていましたが、招

魂祭というキーワードを見つけたら謎が解けた

ように思います。長野、新潟を訪れた直後だけ

に、漱石は高田、長野と実地名を小説中に記し

てもよさそうでしたが、現地に住む森成麟造へ

の差し障りを懸念してＴ、Ｎとイニシャル化す

るか、いっそ「あんまりぢやないか」と思われ

るほど名古屋、大阪よりも遠方の九州あたりに

して読者の目をくらますＨとＫ市にしたのでは

ないでしょうか。漱石の高田中学校の講演内容

について後に県警察が問題視したと地元で報じ

られたことがありましたが、ここでは詳しく触

れられません。いずれにしろ漱石は森成に累が

及ぶことを極力避け、命の恩人に対し後々まで

慮ろうとしたことが、この「手紙」から読み取

れるものと思われます。
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１．はじめに
　持続可能性を意味する “ サステナビリティ

（sustainability）” は、1987 年、「環境と開発

に関する世界委員会」が公表した報告書の中心

的な概念として「持続可能な開発」（将来の世

代の欲求を満たしつつ，現在の世代の欲求も満

足させるような開発）が取り上げられて以来、

地球環境問題、貧困、性的差別、人権問題といっ

た地球上に起こる様々な課題を解決しつつ経済

的な発展も継続していくための合言葉として全

世界に深く浸透してきた。

　2006 年に国連が、機関投資家の意思決定プ

ロセスに ESG（Environment( 環境 ) Social( 社

会 ) Governance( ガバナンス )）課題を組み込

み、受益者のために長期的な投資成果を向上さ

せることを目標とした責任投資原則を定めて以

降、持続可能性を重視する ESG 投資は、急速

な拡大を見せている。また、2015 年の国連サ

ミットにおいて、グローバルな社会課題を解決

し、持続可能な世界を実現するための国際目標

で あ る SDGs（Sustainable Development Goals

「持続可能な開発目標」）が採択された。このよ

うな中、多くの企業が短期的な利益追求だけで

はなく環境や社会に目を向けた経営により新た

な企業価値向上へと舵を切り始めている。

　一方、地球温暖化対策については、2015 年

にフランスのパリで開催された COP21 におい

て締結されたパリ協定では、「すべての国と地

域が世界の気温上昇を産業革命前と比べて 2℃

より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。」

ことを目標とした。その後、2021 年 11 月に

イギリスのグラスゴーで開催された COP26 に

おいて、「産業革命前からの気温上昇を 1.5℃

に抑える努力を追求する。」としたグラスゴー

気候合意が採択され、世界の目標は、強化され

た。目標達成のためには、2010 年比で 2030 

年までに世界全体の CO2 排出量を 45％削減

し、今世紀半ば頃には実質ゼロにする必要性

が訴えられており、各国は必要に応じて 2022

年 末 ま で に 2030 年 の 目 標 を 見 直 す こ と に

企業価値向上と持続可能な
社会の実現を目指した

資金調達手法
～サステナブルファイナンス～

　（一財）和歌山社会経済研究所　研究部長　　

　　　　　　　岡　　広史

研究成果報告
１
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なっている。我が国政府は、地球温暖化対策計

画（2021 年 10 月 22 日改訂 ) において、「2030

年度において、温室効果ガスを 2013 年度から

46％削減することを目指す。さらに、50％の

高みに向け、挑戦を続けていく。」という高い

目標を掲げ、民間企業への挑戦を促している。

このような中、企業のサステナブルなチャレン

ジへの投融資手段として、サステナブルファイ

ナンスに注目が集まっている。

２．サステナブルファイナンスとは
　サステナブルファイナンスの構成（主なもの）

を図１に示す。

　サステナブルファイナンスは、金融機関が行

う融資と資本市場から資金を調達するために発

行される債券に分けられる。融資には、使用用

途が限られず、野心的なサステナブル目標を達

成することで金利優遇等のインセンティブがあ

るサステナビリティ・リンク・ローン（以降

SLL）と使用用途がグリーンプロジェクトに限

られ、調達資金が確実に追跡管理されるグリー

ンローンがある。また債券においても使用用途

がグリーンプロジェクトに限られ調達資金が確

実に追跡管理されるグリーンボンド、資金の使

い道は社会課題に対処するソーシャルボンド、

資金の使い道が、グリーンプロジェクトやソー

シャルプロジェクトに限定されるサステナビリ

ティボンド、資金の使用用途が限られず、ESG

に関連する目標を設定し、その達成状況に応じ

た対応をあらかじめ設定して発行するサステナ

ビリティ・リンク・ボンドなどがある。ローン

についてはローン・マーケット・アソシエーショ

ン（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・

アソシエーション（APLMA）、ローン・シンジ

ケーション＆トレーディング・アソシエーショ

ン（LSTA）、債券については国際資本市場協会

（ICMA）から「原則」や「ガイドライン」が発

行されており、それらへの整合性を確認するた

めに第３者機関によるセカンドオピニオン取得

が推奨されている。

　サステナブルファイナンスのメリットとして

は、

　①　借手企業にとっては、優遇された金利、

図１　サステナブルファイナンスの構成（主なもの）
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　　長期の貸出期間等、有利な条件で資金調達

　　が出来る。

　②　借手、貸し手双方が環境や社会課題に取

　　り組む企業姿勢を対外的にアピールするこ

　　とが出来る為、社会からの支持が得られ、

　　業績の向上、ESG 投資などによる資金調達、

　　人材の安定確保に良い影響を及ぼす可能性

　　がある。

　③　借手企業のサステナビリティに関する戦

　　略、リスクマネジメント、ガバナンスの体

　　制整備等サステナビリティ経営基盤が強化

　　されるとともにサステナビリティのパフォ

　　ーマンスが向上することで、更なる企業価

　　値の向上、資金調達基盤の強化に繋がる。

　　などが挙げられる。

　図２に各ローン、債券の国内市場への普及状

況を示す。サステナブルファイナンスの普及

は、当初は債券でスタートした。中でもグリー

ンボンドは、現在も発行総額、件数とも最も多

く順調に実績を伸ばしている。ローンについて

は、2017 年にグリーンローン、2019 年には

SLL が登場し実績を伸ばしているが、特に SLL

については、他と比較して急上昇しており、注

目すべきである。以降、SLL を主体に述べる。

図２　サステナブルファイナンス各ローン・債券の国内市場への普及状況）

３．サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）
　SLL の特徴は、借手が社会の持続可能性に貢

献する為の目標値であるサステナビリティパ

フォーマンスターゲット（SPTs）に向けて行

動し、達成した場合は、金利が優遇されるなど

改善度合いと融資条件が連動している。一方、

資金の使用用途は限定されないため使い勝手が

良く、これが発行実績を急上昇させている理由

と思われる。しかしながら、簡単に融資を受け

ることが出来る訳ではない。SPTs は、借手の

包括的な社会的責任に係る戦略で掲げられたサ

ステナビリティ目標と整合性があり、且つ野心

的であって容易に達成できるものであってはな

らない。シンジケートローン市場で活動してい

る主要な金融機関の代表から構成される作業部

会によって策定、改訂されている SLL 原則では、
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トが掲載されているが、借手の STPs がどのカ

テゴリーに属しているのか業種ごとにカウン

トしたものを表１にまとめた。借手の業種と

しては製造業、不動産業、物品賃貸業が多く、

SPTs の約８割が環境関連であり、しかも約７

割が脱炭素関連で占められている。企業のサス

テナビリティ活動が脱炭素を中心に行われてい

ることが分かる。

SPTs の借手のサステナビリティ目標との整合

性や野心性は、第３者評価機関によるセカンド

オピニオンを取得することが推奨されている。

野心性は、①政府・自治体の目標や国際的な基

準、②業界内での比較、③過去の実績などと比

較して評価される場合が多い。

　環境省の Web サイト「グリーンファイナン

スポータル」に国内における SLL の発行リス

　和歌山県内の企業による脱炭素の動きはど

うだろうか。当研究所が和歌山県内企業 2,000

社に対して 2022 年 3 月 5 日～ 25 日に実施し

表１　国内における SLL の借手業種と SPTs カテゴリー

た景気動向調査の中で、CO2 排出削減に向け

た取り組みについてのアンケートを実施した

（有効回答数 798）。その結果を表３，４に示す。

表３　脱炭素に関しての取り組み

表４　脱炭素に向けて、取り組みを行っていない理由

注）「必要性を感じない」と回答したものを省いて補正。
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　脱炭素に関しての取り組みを行っていない

（「今後、行う予定」は除く）と回答した企業は

６割にも及ぶ。また、取り組みを行っていない

と回答した中で約 2/3 が手段・方法が分から

ないと答えており、次いで 1/3 が取り組むた

めの資金が不足と回答している。前者について

は県などに相談窓口の開設が望まれる。後者に

ついては、是非、サステナブルファイナンスを

活用していただきたい。

４．おわりに
　今日、大企業だけではなく中小企業も、サス

テナビリティに取り組まなくてはならない時代

になっており、地方金融機関によるサステナブ

ルファイナンスは大きな役割を果たす。近年、

大手都市銀行のみならず、地方銀行も次々とサ

ステナブルファイナンス事業に参入している。

和歌山県でも５月３１日、紀陽銀行が参入を発

表した。今後、利用企業増加による県内企業の

サステナビリティ基盤の強化と企業価値向上そ

して地域社会のサステナビリティ向上に期待し

たい。
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はじめに
　道の駅は、1993 年の制度創設以来、全国で

展開され、2021 年 6 月現在、全国において

1,193 駅が運営されています。

　これまで道の駅は、1993 年からの第 1 ステー

ジは、「通過する道路利用者のサービスの場」

として、2013 年からの第 2 ステージは、「道

の駅自体が目的地」として発展してきました。

　そして、2020 年からは第 3 ステージとして、

「地方創生・観光を加速する拠点」の新たなコ

ンセプトを掲げ、そのコンセプトの実現のため、

2025 年に目指す３つの姿（１．道の駅を世界

ブランドへ、２．新「防災道の駅」が全国の安

心拠点に、３．あらゆる世代が活躍する舞台と

なる地域センターに）と取組み目標を示してい

ます。

　道の駅の新たなステージとして、『新「防災

道の駅」が全国の安心拠点に』のスローガンの

下、ＢＣＰの策定及び防災訓練等が主な取組み

として進めていくことが挙げられていることか

ら、それについて少し掘り下げていくのと同時

に、当所が業務として行っている地方自治体へ

のＢＣＰ策定支援の進め方をアレンジした支援

体系を考察します。

１．道の駅の防災機能強化
　道の駅の第３ステージとして、防災機能強化

の視点も取り入れています。その主な内容とし

ては、①広域的な防災拠点となる「防災道の駅」

制度の導入、②地域防災力強化のためのＢＣＰ

策定や防災訓練等の実施、となっています。ま

た、その動きに呼応して、防災基本計画等の各

種政府計画の中で、道の駅の防災機能強化に関

する位置づけも行われています。

　防災拠点機能としては、「広域的なもの」と

「地域的なもの」に分類し、「広域的なもの」は、

大規模災害時の広域的な防災拠点として位置づ

け、2021 年 6 月に全国 39 駅を「防災道の駅」

として認定しています。広域的な防災拠点機能

を持つ道の駅については、ハード面では防災機

ＢＣＰ研究
―道の駅のＢＣＰについてー

　（一財）和歌山社会経済研究所　業務企画室長　　

　　　　　　　塩路　慎一

研究成果報告
２
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能の整備・強化を交付金にて支援し、ソフト面

についてはＢＣＰの策定や防災訓練に国のノウ

ハウを活用した支援を行い防災拠点としての役

割を果たせるように態勢を整備していく予定で

す。

２．道の駅におけるＢＣＰガイドライン（案）
　国土交通省から「道の駅ＢＣＰ策定ガイドラ

イン（案）」が示されています。それについて

の解説も含め紹介します。

1.1　道の駅ＢＣＰとは
　災害が起きた際、「道の駅」が①防災拠点機
能を適切に発揮しつつ②生活拠点機能の早期再
開を目指すためには、発災時に「道の駅」が優
先して実施すべき業務（以下「重要業務」）を
明確にし、その業務を確実に実施できるよう、
あらかじめ事前準備や体制等を整理したもの
　　　　　　　　　　⬇
　災害時に「道の駅」が求められている役割・
機能を十分に果たすために、具体的に準備すべ
きことや調整すべきことなどを明確化するため
の計画

【発災時に「道の駅」が求められている主な役割・機能】

①初動対応

　・訪問者や従業員の安否確認・安全確保に対

　　する起動

　・地域周辺住民の一時避難所と位置づけられ

　　ている場合は、その開設準備

②応急対策活動

　・利用者や関係機関等への情報発信や情報共

　　有

　・広域的な防災拠点と位置づけられている場

　　合は、その拠点としてのスペース確保

　・周辺住民への対応（安全確保・避難行動等）

③事業再開への取組み

　・食料品や生活必需品の早期販売再開

　以上のような役割を果たすための具体的な行

動を計画するとともに、行動するための阻害要

因を洗い出し、調整すべきことを明確にしてお

くことがＢＣＰと言えます。

2.1　基本方針の決定
　道の駅ＢＣＰ策定の目的、発災時に何を優先
すべきか対応方針を設定
2.2　運用体制の検討
　発災時に「道の駅」関係者が連携して行動を
行うための体制構築、ならびに関係者の役割を
検討

2.3　危機事象・被害想定
　危機事象は大規模災害等の発生とし、その被
害想定は人的被害や建物被害、ならびにライフ
ラインの機能支障を想定

　道の駅が位置する地域の最も危険度の高い災

害（例えば南海トラフ地震、風水害等）危機事

象とし、その災害が発生した場合の被害想定を

行います。被害想定については、都道府県等が

行っているシミュレーションを参考にします。

2.4　重要業務の抽出
　初動対応と当該「道の駅」の有する防災拠点
機能を踏まえた災害の応急対策活動に関する業
務を抽出

　訪問者や従業員の安否確認等の初動対応と地

域防災計画において位置づけられている道の駅

では緊急活動・災害支援スペース確保や避難所

開設準備等の応急対応、その後の事業再開への

取組みに関する重要業務を優先度の高い順に抽

出していきます。

【道の駅の防災拠点機能イメージ図】
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2.5　必要資源の現状把握
　発災時の重要業務で必要となる、人的資源（参
集可能人数）、物的資源（ライフラインのバッ
クアップ、災害時備蓄等）、災害用設備手順書
等を整理

　当所が実施しているＢＣＰ策定支援では、現

状対応できていない項目について「課題管理表」

にリストアップし、優先度の高いものについて

は早期に対応していくようにしています。

3.1　重要業務の開始目標時間
　「2.4 重要業務の抽出」で抽出した業務を対
象として、いつまでに開始すべきか、業務の優
先度を踏まえながら設定

　「2.4 重要業務の抽出」で抽出した重要業務

について、優先度の高い順に開始目標時間を設

定していきます。国土交通省の資料では、開始

目標時間の区切りは「概ね 3 時間以内」「概ね

1 日以内」の簡単なものとなっていますが、各々

の道の駅の置かれている状況や重要業務量を加

味して、「1 時間以内」「6 時間以内」「24 時間

以内」「3 日以内」「1 週間以内」ともう少し詳

細に設定する方法もあります。

3.2　重要業務の行動計画
　行動計画は、誰が・何を・どのように実施す
るのか明確にすることを目的として、実施体制
と実施内容等について具体的に設定
あわせて、行動計画に行うために必要となる緊
急連絡網などの各種様式や、防災設備等の使用
手順書等のリスト化

　当所が進める地方自治体のＢＣＰ策定支援で

は、「行動チェックリスト」として整理します。

それは、時間軸（24 時間以内・3 日以内・一

週間以内）ごとに整理し、発災時に行動チェッ

クリストをチェックしていくだけで「誰が・何

を・どのようにして」が瞬時に分かり行動する

ことができるようなまとめ方となっています。

4.1　定期訓練
　定期訓練は、策定した「道の駅ＢＣＰ」を関
係者等に周知・浸透させて防災に対する当事者
意識の喚起と対応能力の向上を図るために実施
例 ： 災害発生時の協力に関する基本協定に基
　　づく、設置者や道路管理者が有する防災設
　　備の起動等に関する訓練や消防訓練など

4.2　ＢＣＰの定期的な見直し
　策定した「道の駅ＢＣＰ」は、時点修正や定
期訓練での課題解決および災害発生時の振り返
り等を通じて、定期的な見直しを実施
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　当所の地方自治体向けＢＣＰ策定支援では、

策定後のＢＣＰについて、想定を変えて訓練・

検証を実施して計画のブラッシュアップを図っ

ています。

例 ：  ・ 「平日・昼間」で計画を策定した場合　

　　　→　「休日・夜間」　

         ・ 大規模地震　→　台風による風水害など

３．和歌山県の「道の駅」
　和歌山県内の道の駅は 35 駅となっています

（2022 年 1 月末現在）。

　その中で、すさみ町の「道の駅すさみ」は防

災道の駅として、2021 年 6 月に全国 39 駅の

1 つとして認定されています。防災道の駅は、

都道府県が策定する広域的な防災計画に基づく

防災拠点としての役割が求められ、国がハード

面・ソフト面から重点支援を行うこととなって

います。ハード面では防災機能の整備・強化を

交付金で重点支援し、ソフト面ではＢＣＰ策定

や防災訓練について国のノウハウを活用して支

援していくことを現在進めています。

　その他の和歌山県内の道の駅は、所在地等に

より期待されている役割は様々であると考えら

れますが、訪問客、産品等販売機能の従業員や

情報発信機能の職員が多数存在することや周辺

住民の避難場所となる可能性等を考慮し、ＢＣ

Ｐをはじめとして防災機能の強化が図られる必

要があるものと考えます。

４. 策定支援方法
　当所は、2017 年度から地方自治体に対する

ＢＣＰ策定支援および策定したＢＣＰの訓練・

検証支援に取組んでいます。特徴としては、ワー

クショップ主体の全 4 回で策定し、タイムラ

インと非常時体制表、行動チェックリストを中

心にコンパクトな形で作り上げています。

　上記の地方自治体向けの策定支援のエッセン

スを凝縮し、より短時間かつ効率的な形で策定

する方法を検討しました。主な変更点は、従業

員及び自治体職員の負担軽減と策定費用の圧縮

を目指し、「策定ワークショップ主体の構成に

変更し、日程の大幅な短縮」が挙げられます。
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【道の駅のＢＣＰ策定支援】
 ・策定期間 3 ヵ月程度、策定ワークショップ 2

　回（ファシリテーターはＢＣＰの専門家を予定）

 ・道の駅の従業員数名と地方自治体職員数名の

　参加

 ・策定後は、年 1 回の訓練・検証を実施し計

　画をブラッシュアップ

５．訓練・検証支援方法
　ＢＣＰは策定するのが目的ではなく、機能す

ることが重要です。それを検証する場として訓

練を実施し、改善・改良することにより計画の

ブラッシュアップを図ります。また、訓練・検

証を継続実施することで、従業員交代への対策

や組織への定着も図ることが可能となります。

【道の駅のＢＣＰ訓練・検証支援】
 ・少なくとも年 1 回実施（3 ～ 4 時間を予定）

 ・当初は机上訓練（想定を変更しながら検証）

　（例） 平日昼間　→　休日夜間想定　→　風

　水害　など

 ・ワークショップ形式（ファシリテーターはＢ

　ＣＰの専門家を予定）

 ・道の駅の従業員数名と地方自治体の職員の参

　加
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１．コロナ禍における県内事業者の業績状況

○県内事業者の景況感の推移
　2020 年 1 月、 世 界 保 健 機 関（WHO） は、

新型コロナウィルス感染症について「緊急事態」

を宣言した。それから、2 年半以上が経過する

中で、世界各国でワクチン接種の普及、行動制

限の緩和が進んでいる。

　この間の県内事業者の景況感の推移を見ると

（図表 1）、2020 年 4 ～ 6 月期に大幅な悪化が

見られた後、持ち直しの動きを見せた。ただし、

2022 年 1 ～ 3 月期には、オミクロン株の感染

拡大で、再び景況感は大きく悪化した。2 月に

は和歌山県内に初めて「まん延防止等重点措置」

が適用され、1 日の新規感染者数は約 600 人

の水準にまで増加した。その後は、感染状況に

落ち着きが見られたこともあり、景況感は改善

に向かっている。

○小売業、個人向けサービス業の景況感が極め
て悪い
　業種別に 2022 年 1 ～ 3 月期の県内事業者

の景況感（景況 BSI）を見た場合（図表 2）、建

設業や製造業の一部業種では、景況感に底堅さ

が見られるものの、コロナ禍の影響を大きく受

けている「旅館・ホテル業」、「飲食業」、「小売

業」の景況感は極めて悪い。

○コロナ禍でも業績改善の事業者は多い
　2008 年のリーマンショック時に並ぶほどの

景況感悪化となったコロナ禍で、県内事業者の

業績（売上高・営業利益）状況については、ど

のような変化が見られたのだろうか。毎年、和

歌山県は県内事業者 3,000 社を対象に「県内

企業の経営実態調査」（以下、経営実態調査と

略記）を実施し、当該年度における県内事業者

の業績状況を調査している。ここでは、公表さ

れている経営実態調査の結果を活用し、コロナ

禍における県内事業者の業績状況の変化を明ら

かにする。

コロナ禍において
業績が改善した
事業者の特徴

　  （一財）和歌山社会経済研究所　研究員　　　 

　　　　　　　 藤本　迪也

経 済 指 標
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　コロナ禍前の 2019 年度（令和元年度）と、

直近の 2021 年度（令和 3 年度）の経営実態

調査の双方に回答している 342 の事業者を対

象に、業績変化を確認した（図表 3）。その結果、

売上高が増加し、売上高営業利益率が上昇した

「増収」×「利益率 UP」の事業者が 33.0％を

占めることがわかった。

図表 1　和歌山県内景況感（景況 BSI）の推移

　（注）景況 BSI は景況感を「良い」と回答した事業者割合から「悪い」とした事業者割合を引いて算出。
                                                                                                                      　　　    （資料）和歌山社会経済研究所「景気動向調査」

図表 2　業種別に見た 2022 年 1 ～ 3 月期の景況感（景況 BSI）

　　　　（注）景況 BSI は景況感を「良い」と回答した事業者割合から「悪い」とした事業者割合を引いて算出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料）和歌山社会経済研究所「景気動向調査」
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○「増収」×「利益率 UP」の事業者は建設業、
サービス業でやや多い
　産業別に見た場合、「増収」×「利益率 UP」

の事業者は建設業で 46.6％と約半数を占め、

サービス業で 38.5％、卸売業で 36.8％を占め

た。その一方で、「減収」×「利益率 DOWN」

の事業者は製造業で 34.9％、小売業で 34.9％

と他産業に比べてやや多くなっている。

　業種別に見た場合（図表 4）、「増収」×「利

益率 UP」の事業者は不動産業や生活・文化用

品小売業（医薬品・衛生品販売）、化学製品製

造業の他、職別工事業や総合工事業などの建設

業で多い。コロナ禍における医薬品・衛生品

の需要増大や県内における公共工事受注額の

増加が業績改善の一要因になっているものと

考えられる。その一方で、「減収」×「利益率

DOWN」の事業者は、コロナ禍に伴う不要不

急の外出自粛の影響を受けた旅館・ホテル業、

繊維製品製造業、飲食業、燃料小売業などで目

立った。

図表 3　コロナ禍における業績変化

　　　　　　（注）令和 3 年度調査ならびにコロナ禍前の令和元年度調査の双方に回答した事業者について集計。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料）和歌山県「県内企業の経営実態調査」（令和 3 年度・令和元年度）

図表 4　コロナ禍における業績変化

　　　　　　　　　（資料）和歌山県「県内企業の経営実態調査」（令和 3 年度・令和元年度）
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２．コロナ禍における業績状況別に見た「自社
の人事労務評価」
　ここでは、本題である「コロナ禍において業

績が改善した事業者の特徴」について、さらに

分析を進めるべく、経営実態調査で質問した「自

社の人事労務に関する評価」について、「増収」

×「利益率 UP」事業者と「減収」×「利益率

DOWN」の事業者とで回答に違いが見られる

のかを整理した（図表 5）。

　その結果、「増収」×「利益率 UP」の事業者

の方が、「仕事内容・やりがい」、「職場の人間

関係、「賃金水準」、「人事評価・処遇」、「高齢

者の働きやすさ」の全ての項目において、自社

を「評価している」事業者が多いことがわかっ

た。つまり、従業員にとって望ましい人事労務

環境となっている事業者ほど、コロナ禍でも業

績が改善している場合が多く、その要因として

は、従業員のモチベーション向上、組織力向上

による生産性アップなどが考えられる。

３．不確実性が高まる中で求められる対応
　今回の調査結果が示唆するように、コロナ禍

といった前代未聞の経済環境において、業績改

善を果たした事業者の特徴としては、コロナ特

需や公共工事受注額増加の恩恵を受けたという

点の他に、従業員の「働きがい」、「働きやすさ」、

「賃金水準」に関して、自社に対する評価が高

いという点が確認できた。性別や年齢に関わり

なく、その人の能力が評価されること、育児・

介護との両立が可能な勤務体制の構築など、一

朝一夕で実現できるものではないが、まずは、

他社の事例などを参考に、自社への適用を検討

することが求められる。厚生労働省はウェブサ

イト内に「働き方改革特設サイト 中小企業の

取り組み事例」を掲載しており、参考になる事

例が豊富に紹介されているので、参照されたい。

図表 5　コロナ禍における業績状況別に見た「自社の人事労務評価」

　　　（注）各項目について「評価している」と回答した事業者割合を表示している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料）和歌山県「県内企業の経営実態調査」（令和 3 年度）
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グラフで見る和歌山県経済指標

景気は、持ち直しの動きがみられる

日本経済の現状(内閣府「月例経済報告 2022年5月」 )

・「国内景気」に関する判断は、新型コロナの感染拡大で2月に下方修正された後、4月に上方修正
・「個人消費」、「生産」、「設備投資」、「雇用情勢」に関する判断は、「持ち直し」となっている
・物価上昇が急激に進み、企業物価・消費者物価ともに「上昇」と判断されている

日本経済の見通し(内閣府「月例経済報告 2022年5月」 )

・「中国における感染再拡大の影響」が懸念項目に追加された

和歌山県に関する経済指標の概況(5月公表の指標を中心に)

○百貨店・スーパー販売額（全店、4月）は、人出状況が改善したことで、5か月ぶりに前年を上回る
○新車販売台数（軽自動車[乗用]含む、4月）は、新車供給難もあり、11か月連続で前年を下回る
○1～4月累計での新設住宅着工戸数は、前年同期比18.5％増。消費税やコロナ禍での大幅減からは持
ち直しつつある
○鉱工業生産指数（3月）は、2か月連続で下降。一進一退の状況が続く
○公共工事請負金額は、2021年後半以降、やや減少傾向が見られる
○消費者物価（４月）は、エネルギー価格・食品価格を中心に上昇傾向にある
○有効求人倍率（4月）は、前月比0.01ポイント上昇

 

年2202年1202

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

百貨店・スーパー販売額（全店） ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○

新車販売台数(登録車、軽自動車[乗用]含む) ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

新設住宅着工戸数 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●

家計消費支出(除く住居等、二人以上の世帯) ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

鉱工業生産指数　※前月比 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ●

●●●○●●●○●●●○○○額金負請事工共公

TDB景気DI　※前月比 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● － ○ ● ● ○ ○ ●

物価 消費者物価(コアコアCPI、和歌山市)※前月比 － ● ● － ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

雇用 有効求人倍率(季節調整値) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(注)　○ : 上昇(増加)　- : 横ばい　● : 下降(減少)、空白はデータ未発表

和歌山県内の主な経済指標の状況 (前年同月との比較、一部前月との比較)

個人
消費

企業
活動

 
 

 

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、各
種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、中国に
おける感染再拡大の影響やウクライナ情勢の長期化などが懸念される中で、供給面
での制約や原材料価格の上昇、金融資本市場の変動等による下振れリスクに十分注
意する必要がある。また、感染症による影響を注視する必要がある。

和歌山県経済は、企業活動に弱さが見られる一方
個人消費の一部には持ち直しの動きが見られる
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個人消費

　百貨店・スーパー販売額（全店、４月）は、

前年比 2.9％増となり、5 か月ぶりに前年を上

回った。県内に発出されていたコロナ禍に係る

まん延防止等重点措置は 3 月上旬に解除され、

人出状況は改善に向かい、近鉄百貨店和歌山店

の販売額（4 月）は、前年比 9.9％増と大きく

増加した。ただし、小麦製品、サラダ油・マヨ

ネーズ等の調味料、スライスチーズなどの食品

価格は上昇しており、今後もさらなる上昇が予

想される。物価上昇による消費者の節約意識の

高まりが、百貨店・スーパーの販売状況に及ぼ

す影響については、注意を要する。

　新車販売台数（軽自動車 [ 乗用 ] 含む、
４月）は、前年比 21.7％減となった（減少は

11 か月連続）。世界的な半導体不足に加えて、

コロナ禍による部品供給網の混乱で新車の供給

不足が続いている。3 月には中国国内（上海、

深圳等）でコロナ感染拡大に伴う都市封鎖が実

施されたことで、供給網の混乱に拍車がかかり、

自動車メーカーの減産はさらに長期化すること

が予想される。

　新設住宅着工戸数（４月）は、前年比

16.0％減となり、4 か月ぶりに前年を下回った。

ただし、1 ～ 4 月累計での着工戸数は前年同期

比 18.5％増となっており、20 年 4 月以降、大

幅な減少が続いていた着工戸数だが、「持家」、

「分譲住宅」を中心にやや持ち直しの動きが見

られる。1 ～ 4 月累計の着工戸数を地域別に見

た場合、海南市（前年同期比 74.3％増）、岩出

市（同 29.5％増）、和歌山市（同 28.8％増）、

紀の川市（同 26.4％増）等で増加している。
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企業活動

　家計消費支出（除く住居等、３月）は、

前年比 41.8％増と前年を大きく上回った（増

加は 4 か月連続）。本調査の対象世帯数は 90

世帯程度と少ない点には留意が必要だが、コロ

ナ禍に係るまん延防止等重点措置が 3 月上旬

に解除され、人出状況が改善し、家計支出額が

大きく増加したものと考えられる。費目別では、

「被服及び履物」、「一般外食」への支出額が大

幅に増加した。

　鉱工業生産指数（３月）は、前月比 1.8

ポイント下降（下降は 2 か月連続）。振れ幅の

大きい「金属製品工業」で生産指数が大幅に下

降したことに加えて、「鉄鋼業」が 6 か月ぶり

の低水準となっている。ただし、主力業種の一

つである「はん用機械工業」は高水準にあり、「生

産用機械工業」については持ち直しの動きが見

られる。また、「食料品工業」は 2008 年以降

の最高水準を更新しており、生産状況は業種に

よって違いが見られる。

　コロナ禍で大きく落ち込んだ県内生産指数

は、一進一退の状況が続いており、コロナ禍前

の水準は回復できていない。燃料価格・原材料

価格の高騰、供給網の混乱、対中国輸出の停滞

など懸念される事象も多く、今後の動向に注意

を要する。

　公共工事請負金額（４月）は、前年比

35.5％減となり、3 か月連続で前年を下回った。

前年 4 月は、上富田町における支援学校校舎

工事や和歌山市における市民会館市民文化交流

センター新築工事などの大型工事が複数あり、

今回はその反動減である。

　2021 年後半以降、県内の公共工事請負金額

には減少傾向が見られ、先行きには注意が必要

だが、すさみ串本道路、串本太地道路の整備や

和歌山下津港の津波対策事業など大型工事も複

数予定されている。
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物価

雇用

　TDB	景気 DI（４月）は、㈱帝国データバ

ンクが月次で実施している景気動向調査から算

出された景況感を表す値である。この値が 50

を超えると、現在の景気を「良い」とする事業

者数が「悪い」とする事業者数を上回る。4 月

の景気 DI は前月から 0.2 ポイント下降した。

下降は 3 か月ぶり。3 月には県内に発出されて

いたまん延防止等重点措置が解除されたが、県

内企業の景況感は依然として低調。このような

結果を受けて、帝国データバンクは「不安定な

世界情勢を主因として、ここしばらく県内景況

は低位での推移が予想される」と分析している。

　消費者物価指数（和歌山市、４月）は、

総合・コアコア CPI ともに上昇傾向にある。携

帯電話の新料金プラン（21 年 3 月提供開始）

による価格引き下げの影響が剥落したことに加

えて、エネルギー価格・食品価格が上昇した。

ウクライナ危機等による原油価格の上昇、円安

進行に伴う輸入価格の上昇、半導体・原材料不

足等に伴う家電・電化製品の価格上昇など複数

の上昇要因が重なった。

　有効求人倍率（４月）は、前月から 0.01

ポイント上昇し 1.14 倍となった。3 月にまん
延防止等重点措置が解除されたこともあり、有

効求人数・有効求職者数がともに増加した。5

月の大型連休を控え、宿泊業・飲食業などで新

規求人数が大きく増加する一方で、在職者や自

己都合での離職者による新規求職件数も増加し

ている。県内の雇用環境については、コロナ禍

の感染状況に左右されながらも、求人数は持ち

直し基調にある。ただし、その一方で、有効求

職者数については、コロナ禍前に比べて 1 割

以上多い状況が続いており、注意を要する。
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真田庵　　～戦乱の世を生きた名将真田幸村の屋敷跡～　（九度山町）

御所の芝（藤代塔下王子跡） ～熊野古道随一の絶景地～　（海南市下津町）

　真田幸村と言えば、動乱の戦国時代末期に活躍した武将
である。信州上田城主だった真田昌幸の次男として生まれ
た。真田氏は当初徳川家康に仕えたが後に対立。なにかと
家康を苦しめた。天下分け目の関ヶ原の合戦でも西軍方に
ついたが惨敗。家康の怒りを買った真田昌幸・幸村父子は
死罪に処せられるところであったが、家康側についた昌幸
の長男信幸と本田忠勝の嘆願で死罪は免れ、高野山に蟄居
をさせられた。後に妻子との生活を許され、女人禁制の高
野山から九度山に居を移した。時は流れ父昌幸は没した。
そして1614，1615年、家康を滅ぼさんと立ち上がった
豊臣側の求めに応じ、九度山の地から大坂に出陣した（冬
の陣、夏の陣）。そして夏の陣で壮絶な最期を遂げる事に
なる（幸村49歳）。庵の近くにミュージアムがあるが、
そちらを先に見学してから真田庵の見学をお勧めします。 
　　　                                                 （取材　萬羽）
　　

　熊野古道九十九王子（九十九は多いと言う意味で、実際
は百一）の一つで38番目。麓の海南市藤白神社には37番
目の藤白王子がある。藤白坂を登る途中、悲劇の皇子 有間
皇子の墓と歌碑があるが、詳細は割愛する。急峻な坂を登
り切ったところにあるのが藤代塔下王子である。塔下は
“とうげ”の当て字である。藤代塔下王子は地蔵峰寺の境内
にある。この地蔵峰寺の裏山にあるのが「御所の芝」。平
安時代から上皇、法皇の熊野参詣の御幸に際し、休憩を取
ったところからこの名がついたと言う。遠く景勝地和歌浦
を臨める。今から820年前の平安時代後鳥羽上皇の御幸に
随行した藤原定家の「御幸記」にも、江戸時代の名所旧跡
景勝地情報誌でもある「紀伊国名所図会」にも景観の良さ
が記述されており、古くから知られている熊野古道随一の
絶景ポイントである。　　　　　　　　　   （取材　萬羽）

真田家と言えば六文銭真田家と言えば六文銭

御所の芝からの眺め御所の芝からの眺め

地蔵峰寺地蔵峰寺 藤代塔下王子跡藤代塔下王子跡
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 県移住総合相談窓口「わかやま移住定住支援センター」運営業務を受託しました！ 
６月１日（水）に「わかやま移住定住支援センター」がオープン。移住相談者の利便性を高
めるため、これまで和歌山県内３か所で行っていた県の移住相談・現地案内・空き家相談の
窓口を統合し、くらし・しごと・住まいをワンストップで支援します。

当研究所は、県内唯一のシンクタンクとして、これまで４０年間にわたり地域密着型課題解
決事業に取り組んでまいりました。これまで培った経験や連携先とのネットワークを活かし、
和歌山県への移住支援に積極的に取り組み、地域の活性化に貢献してまいります。

　当研究所では“WISE メールマガジン ”を発行し、
HP の更新状況や、講演会・セミナー等のご案内な
どをお知らせしております。
　登録ご希望の際は、下記アドレスの「WISE メー
ルマガジン」から、必要事項をご記入の上お申込み
下さいますようお願いいたします。

URL : http：//www.wsk.or.jp

◎会費：１口　２万円（年間）
◎特典：刊行資料の配付、調査・研究成果の提供、
　　　　講演会・セミナー等への参加、情報提供等

賛助会員　募集
中！

賛助会員　募集
中！メールマガジンの

ご案内
メールマガジンの

ご案内

場　　所：和歌山市本町一丁目２２番 Wajima本町ビル１階

TEL・MAIL：073-422-6110 　wakayamagurashi@wsk.or.jp

開所日時：10:00～17:30 水曜～月曜（火曜、祝日定休）※年末年始休業

業務概要：① 移住に関する総合相談（くらし・しごと・住まいのこと）

　　　　　② 市町村ワンストップパーソンの紹介

　　　　　③ 現地案内

　　　　　④ 移住関連情報の発信

　　　　　⑤ 定住につなげる移住者のフォローアップ

　　　　　⑥ 県空き家バンクの運営管理

≪わかやま移住定住支援センター概要≫

センター内の様子　　　　　　　　　　　　那須センター長
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【編集後記】

「ご隠居様」の過ごし方――江戸の元・殿様は忙しい？

　皇帝ネロの家庭教師をつとめたローマ帝国の哲学者セネカの著『生の短さについて』の有名な冒頭部、「わ
れわれが享ける生が短いのではなく、われわれ自身が生を短くする」。彼は、「自分自身と向き合うこと」こそ
が生きることであり、それを避け、多くのことに忙殺された生活を送ることは、自らの時間の無駄使いである
とし、自分の本当の時間を取り戻すことを繰り返し説いている。

　ドイツの諺（ことわざ）に、「暇がたっぷりある人は何もしない」というのがあるらしい。まさに勤勉なド
イツ人らしいが、私などドキッと耳に痛い。
　評論家加藤秀俊氏の「隠居のつとめ――江戸の殿様は、いかに文化的余生をすごしたか」という興味深い文
章（大阪ガス・エネルギー・文化研究所「CEL」2013）を目にする機会があり、歴史に名を遺した大名たちが、
家督を後継者に譲り、藩政の第一線を退いたいわゆる隠居後に成した文化的・知的な業績の多彩さ、大きさの
一端を知り、驚いた。時代劇でもおなじみの水戸黄門様（徳川光圀）はじめ、2、３のエピソードを紹介させ
ていただきたい。

　映画や TVドラマの人気シリーズ『水戸黄門』は、幕末、光圀の伝記本や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』
などを参考に、講談師（名は不詳）が創作した『水戸黄門漫遊記』によるもので、助さん、格さんをお供に、
黄門様が各地を漫遊する勧善懲悪の世直し旅。クライマックスでは、徳川氏の家紋「三つ葉葵」の印籠を掲げ、
「この紋所が目に入らぬか！」というお決まりの筋立で大団円となる。
　しかし、騎馬姿も颯爽とした実際の水戸藩主、徳川光圀は漫遊はしていない。64歳で家督を甥の綱条に譲っ
た隠居後は、領内の文化財保護や大著『大日本史』の編纂にかかるなど、学究に邁進、幕末の水戸学の基盤を
つくった。
　（やはり、TVでの「暴れん坊」というイメージが強い紀伊徳川家第五代藩主、第八代将軍徳川吉宗も、知的
好奇心に富み、様々な分野の書物を読み、数字や経済にも通じていた。彼は洋書の輸入を解禁し、それにより
長崎における蘭学ブームがおこったという。）

　ドラマ『水戸黄門』では、悪役の役どころの柳沢吉保も、和歌や画才に秀でた文化人であり、荻生徂徠らの
儒学者を擁護するなど、学問を奨励した。彼は、第五代将軍綱吉に重用された側用人で、大老格として幕府をリー
ドした。現在の東京都本駒込の 2万 7000坪の土地に、丘や池など起伏に富んだ壮大な回遊式築山泉水庭園「六
義園」を自ら設計し、7年の歳月をかけて完成させた（命名は『古今和歌集』に依拠するもので、紀州和歌浦
などの美しい歌枕の風景を再現）。綱吉の六義園への御成りは、少なくとも 58回に及んだという。
　綱吉薨去後、隠居を申し出、自らの隠居所を庭園の傍につくり、造営を続けた。柳沢家は、代々この庭園を
管理したが、明治初めに三井財閥創始者、岩崎弥太郎が購入、その後、昭和 13年に東京市（当時）に寄贈され、
現在も特別史跡として公開されている。

　江戸三大改革の一つ、「寛政の改革」で知られる松平定信。徳川吉宗の孫で、秀才の誉れ高く、奥州白河藩
主として、財政立直しなどの功績をあげた。その後、幕府に登用され、老中となり、改革に辣腕を振るったが、
余りにも厳しい規制や倹約は、「白河の清きに魚も住みかねて、もとの濁りの田沼（意次）恋しき」と当時の
狂歌にも詠まれる不人気で、その後、「尊号一件」と呼ばれる天皇と称号に関する事件で失脚、白河に帰藩した。
　
　55歳で隠居した定信は、心機一転、自らを「楽翁」と号し、総合文化プロデューサーのような活躍であった。
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例えば、代々伝わる舞楽を復興、自らも舞った。絵画では、白河藩お抱え絵師であった谷文晁ら多くの画家に
絵巻物などを描かせた。植物図鑑をつくり、医学や薬学、保健衛生の書物を編纂した。楽翁の名の通り、自身
も和歌、俳句、随筆、茶道、戯作文学まで著わす趣味人で、戯作などの大衆文芸へのアプローチは、江戸前期
までの武士と庶民という階級制度をやぶるものでもあった。
　（余談だが、長州藩第 11代藩主、毛利斉元も、粋なセンスをもつ戯作好みであった。藩の養子縁組に翻弄され、
忍従も余儀なくされたが、鹿都部真顔（江戸数寄屋橋で汁粉屋を営む狂歌師・戯作者で、門人 3000人ともい
われる）に師事し、土筆亭和気有（つくしていわけあり）などの俳名で、俗謡を詠んでいる。ちなみに、戯作
者山東京伝の娘が側室という。）

　彼らの第二の人生における並外れた活動、業績は、一朝一夕に出来ることではない。共通していることは、
隠居後、突然、思いつきで始めたのではなく、若い頃からの付け焼刃でない蓄積された文化的素養が備わって
いて、その確固とした土台をもとに、隠居した名君のつとめとして、文化的貢献がなされたといえる。冒頭の
セネカの「自分の本当の時間を取り戻した」元・殿様たちの「ノブレス・オブリージュ」（高貴なるもの、財産・
権力・社会的地位の保有には、義務を伴う）の体現であろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（谷　奈々）
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